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【精神保健等に係る相談支援及び精神保健福祉相談員に関する条文】 

 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）（抄） 

令和６年４月１日時点 

 

(相談及び援助) 

第四十七条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」

という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その

他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長

(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精

神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相

談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援

助を行わせなければならない。 

2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その

精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。 

3 市町村(保健所を設置する市を除く。次項において同じ。)は、前二項の規

定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするととも

に、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等そ

の他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、

助言その他の援助を行わなければならない。 

4 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精

神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者

に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければなら

ない。 

5 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定

める者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に

対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことができる。 

6 市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の

福祉に関し、精神障害者等及びその家族等その他の関係者からの相談に応

じ、又はこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うに当

たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五
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号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連

携を図るよう努めなければならない。 

 

(精神保健福祉相談員) 

第四十八条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他

これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応

じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情

報の提供、助言その他の援助を行うための職員(次項において「精神保健福祉

相談員」という。)を置くことができる。 

2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する

者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 

 

(支援体制の整備) 

第四十八条の二 都道府県及び市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会の活用等

により、精神障害者等への支援の体制の整備について、関係機関、関係団体

並びに精神障害者等及びその家族等並びに精神障害者等の保健医療及び福祉

に関連する職務に従事する者その他の関係者による協議を行うように努めな

ければならない。 

 

(都道府県の協力等) 

第四十八条の三 都道府県は、市町村(保健所を設置する市を除く。)の求めに

応じ、第四十七条第四項及び第五項の規定により当該市町村が行う業務の実

施に関し、その設置する精神保健福祉センター及び保健所による技術的事項

についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うように努めなけ

ればならない。 

2 都道府県は、保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七

号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除

く。)及び特別区の求めに応じ、第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定

により当該保健所を設置する市及び特別区が行う業務の実施に関し、その設

置する精神保健福祉センターによる技術的事項についての協力その他当該保
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健所を設置する市及び特別区に対する必要な援助を行うように努めなければ

ならない。 

 

(事業の利用の調整等) 

第四十九条 市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者

の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加

の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者

が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要

な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を一般相

談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。 

2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必

要に応じて、障害福祉サービス事業の利用についてあつせん又は調整を行う

とともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該精神

障害者の利用についての要請を行うものとする。 

3 都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整及び要請に関

し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対

する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。 

4 障害福祉サービス事業を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要請に対

し、できる限り協力しなければならない。 

 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令 155 号）（抄） 

改正 令和 元年 六月二八日同 第 四四号 

（精神保健に関する業務に従事する職員の資格） 

第十二条 法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉

に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を

修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、

精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの 

二 医師 

三 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保
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健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの 

四 前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経

験を有するもの 

 


